
板橋区における
公共施設マネジメントの取り組み
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●人口 553,257人
（23区 7位）

※平成28年４月1日時点

●平成27年度一般会計予算
約2,025.7億円

●区有施設数 490施設
（約85.1万㎡）

※平成25年４月時点

●人口１人あたりの延床面積
約1.55㎡

■板橋区について
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１．「公共施設等の整備に関する
マスタープラン」の策定

今後の施設整備に向けた基本方針と未来志向の公共施設マネジメント
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（平成25年5月）



(１)策定の背景と概要

公共施設延床面積と人口の推移
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26年後の人口規
模は、昭和40年
代後半と同程度
まで縮小。
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１．「公共施設等の整備に関するマスタープラン」の策定



20年未満

19.8%

20～29年

27.8%
30～39年

27.0%

40～49年

20.0%

50年以上

5.3%

30年以上

52.3%

１．「公共施設等の整備に関するマスタープラン」の策定

(１)策定の背景と概要

区内公共施設の築年数
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(１)策定の背景と概要

将来ＬＣＣと普通建設事業費実績との比較

H14～H18までの
普通建設事業費実績

一年度平均102億円

H38～H47 LCC推計
一年度平均134億円H25～H37 LCC推計

一年度平均118億円

通常時の普通建設事業費を上回
るコストが必要となる見込み
H25～H37：一年度平均16億円増
H38～H47：一年度平均32億円増

更新経費の集中
約276億円

7

１．「公共施設等の整備に関するマスタープラン」の策定



(２)今後の施設整備の進め方

１ 施設総量の抑制

２ 計画的な管理・保全による耐用年数の延伸

３ 区有財産の有効活用

●新たな需要への対応は、既存施設の集約化や機能再編・統廃合、複合化に
よる有効活用を図り、新規整備は原則として行わない。
●やむを得ず新設を行う場合でも、中長期的な総量抑制の範囲内で、スクラッ
プアンドビルドも含め、費用対効果を考慮する。

●計画的な管理・保全などを行うことで施設の長寿命化を図り、耐用年数を延
長することで改築周期を伸ばし、全体コストを削減する。
●将来にわたり利用する施設は、バリアフリー化や環境対策などの新たなニー
ズへの対応や、計画的・効率的な改修・更新を推進する。

●行政目的の終了した遊休財産の貸付や処分に取り組み、これら財産の活用
による収益の確保に努める。
●貸付にあたっては、民間活力の活用により、地代や「テナント収入を確保す
るなどの施設の有効活用」を検討する。

基

本

方

針
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１．「公共施設等の整備に関するマスタープラン」の策定



(２)今後の施設整備の進め方

１ 施設総量の抑制
２ 計画的な管理・保全による耐用年数の延伸
３ 区有財産の有効活用

基 本 方 針

（１）ＬＣＣの把握・管理に基づくマネジメント
①改築等の優先順位と基準の必要性
②改築・改修等経費の縮減・平準化

（２）人口構造の変化による需要・ニーズの変化に対応したマネジメント
③将来を見据えた機能転換や統合
④廃止施設等の有効活用

（３）時代の要請に対応したマネジメント
⑤量から質への転換

未 来 志 向 の 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト

基本方針に基づいた公共施設マネジメント
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１．「公共施設等の整備に関するマスタープラン」の策定



(２)今後の施設整備の進め方

人口構造の変化に
よる需要・ニーズの
変 化 に 対 応 し た
マ ネ ジ メ ン ト

ＬＣＣの把握管理に
基づくマネジメント
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１．「公共施設等の整備に関するマスタープラン」の策定



2．個別整備計画の策定

未来志向の公共施設マネジメントを推進・実行するために
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（平成27年5月）



(１)個別整備計画策定の目的
①次世代へ安心・安全かつ魅力ある公共施設を引き継ぐために

マスタープランで定めた今後の施設整備に向けた基
本方針及びそれに基づく３つの未来志向の公共施設
マネジメント方針に基づき、工事にかかる仕様や内
容の見直しによる改築・改修等の経費縮減・年度間
平準化をはじめとする適切なコスト管理、将来を見
通した需要の最適化に向けた施設の適正な配置を推
進・実践していくための実施方針や工程表を定めま
す。

②安心・安全な公共施設づくり

公共施設を計画的に維持管理していくためには、
大規模改修や修繕、定期点検などが必要であり、
これらには多額の費用がかかります。一方で、区
が保有する公共施設の多くが建設から30年以上経
過し、改築や大規模改修の時期を迎えており、更
新費用の増大が見込まれています。公共施設を適
切に維持管理していくためにも、区の財政状況に
見合った施設総量へ抑制し、安心・安全な施設づ
くりをめざします。
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２．個別整備計画の策定



(２)個別整備計画策定の目的

コミュニティ
施設

高齢者
施設

老朽化やあり方の見直し老朽化やあり方の見直し
こどもの
施設

老朽化やあり方の見直し

建替え

こどもの
施設

高齢者
施設

コミュニティ
施設

高度利用が可能
な敷地に複合施設
として建替える

廃止した施設の跡地
は、貸付や売却

バリアフリー対応
＆

環境負荷の低減

誰もが利用できる複合施設

複合化のメリット 建替え時の施設の充実

○施設総量を抑制し、財政負担（区民の税負担）軽減

○多機能化によるサービス向上

○多様な世代の人々が集まり、交流が生まれることで

コミュニティが活性化される

○ユニバーサルデザインで誰もが使いやすい施設に

○太陽光パネルなど環境負荷の低減に対応

○将来的なニーズの変化に対応するフレキシブルな構造

など

など

など

など

ワンストップでサービ
スが提供できる拠点
が増える

他の施設の整備費
用の財源確保

人と地球環境にやさ
しい施設が増える

③時代の要請に対応した魅力ある公共施設づくり
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２．個別整備計画の策定



(３)計画期間の考え方
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２．個別整備計画の策定



(４)計画の検討体制
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２．個別整備計画の策定

【各施設検討分科会】
・集会所等検討作業部会
・高齢者福祉（集会）施設検討作業部会
・児童福祉施設検討作業部会
・学校関連施設検討作業部会

庁議（経営戦略会議）

庁

内

検

討

体

制

検討会
各部の庶務担当課長級及び
関係課長からなる会議体

幹事会
政策企画課、営繕課、検討作
業部会関係課等で構成

基本的な方針の確認
現状における
課題の抽出

あるべき姿の設定
適正配置・

整備計画の策定

「公共施設等の整備に関
するマスタープラン」「いた
ばし未来創造プラン 経営
革新編」における基本的な
方針の確認

○施設の老朽化への対策
○耐震性・安全性の確保
○利用率、他区の状況な

どからみた施設の役割
の明確化

○抽出した現状課題
○将来人口・ニーズの変化
○ランニングコスト・更新経
費を含めた財政負担など

を総合的に勘案した施設
のあるべき姿を設定

○平成37年度までの整備
計画を作成

○改築・改修時における複
合化・集約化の具体的検
討

○改築・改修工事の順位の
検討

分科会における進め方・検討事項

政策経営分野の
アドバイザー

公共施設分野の
アドバイザー

政策アドバイザー

助言・支援 学識経験者



(５)将来LCC予測に基づく財源の試算
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２．個別整備計画の策定

≪工事費及び財源試算条件≫
○試算期間：平成27年度から47年度（第２期ま
で）
○対象工事種別：改築工事、大規模改修工事
○施設の分類：繰り入れる基金の種類ごとに分
類
①学校（義務教育施設整備基金）
②住宅（住宅基金）
③その他（公共施設等整備基金）

≪基金及び起債残高の試算条件≫
○基金残高の試算条件
試算期間中の基金の積み増しは想定しない
平成26年度当初予算時点における年度末基金残
高（見込み）
を使用
○起債残高の試算条件
学校及び住宅
借入期間：20年間（３年間据置）、償還方法：
元利均等
その他
借入期間：10年間、償還方法：満期一括



(５)将来LCC予測に基づく財源の試算（資料）
①義務教育施設整備基金残高の予測 ②公共施設等整備基金残高の予測

③起債残高の予測
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２．個別整備計画の策定
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1.00 

1.05 
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1.30 

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

建築

電気設備

機械設備

標準建設費（職種合計）

(５)将来LCC予測に基づく財源の試算（資料）
④標準建設費の推移
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２．個別整備計画の策定



3．区施設の適正な保全に向けた取組

安心・安全な公共施設を引き継いでいくために

19



(１)公共施設の総合的かつ計画的な管理
①改築・改修・修繕の考え方

20

３．区施設の適正な保全に向けた取組

                                    改築事業 大規模改修事業 修繕(維持改修)事業Ⅰ 修繕(維持改修)事業Ⅱ 

目
的 

○継続使用よりも建替え

が合理的 

○原則として集約・複合

化を行う 

○目標耐用年数まで使用

するため設備を更新

し、耐久性を向上 

○躯体維持に必要な部分

及び設備関係について

予防保全し、長寿命化 

○躯体維持に必要な部分

及び設備関係について

予防保全し、長寿命化 

対
象
規
模 

－ ○原則、延床面積 3,000

㎡以上 

※住宅施設など 3,000㎡

未満でも施設運営や建

築物の状況により判断 

○原則、延床面積 3,000

㎡以上 

※住宅施設など 3,000㎡

未満でも施設運営や建

築物の状況により判断 

○原則、延床面積 3,000

㎡以上 

※住宅施設など 3,000㎡

未満でも施設運営や建

築物の状況により判断 

周
期 

○重量系建築物：築 60年

または 80年 

○軽量系建築物：築 40年 

※目標耐用年数による 

○目標耐用年数 60年のも

のは築 30年 

○目標耐用年数 80年のも

のは修繕（維持改修）

事業の実施状況による 

○重量系建築物で築 15年

及び築 45年 

○重量系建築物のうち目

標耐用年数が 80年で、

設備配管類を部分的に

更新可能なものは築 20

年及び 60年 

工
事
内
容 

○施設環境の充実・地球

環境への配慮 

○災害に強い施設整備 

○ユニバーサルデザイン 

○用途変更対応のフレキ

シブル構造 

○高効率化・高機能化（Ｉ

ＣＴ設備等） 

○予防保全しやすい機器

の選定・配置 

○ほぼ全面的なリニュー

アル。設備更新だけで

はなく、ユニバーサル

デザイン・環境に配慮

し改善を図る 

○修繕（維持改修）事業

及び内装工事 

○省エネルギー対策 

○予防保全しやすい機器

の選定・配置 

○予防保全工事 

○設備更新 

○物理的な不具合への対

応 

○機能向上は可能な範囲

で実施 

○予防保全工事 

○設備はほぼ全面的なリ

ニューアル 

○物理的な不具合への対

応 

○機能向上は可能な範囲

で実施 

 



(１)公共施設の総合的かつ計画的な管理
①改築・改修・修繕の考え方
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３．区施設の適正な保全に向けた取組



(１)公共施設の総合的かつ計画的な管理
②改築・大規模改修・修繕の優先順位を設定する基準

一次判断基準（安心・安全の観点）

二次判断基準（魅力創造の観点）

ア 災害時重要度
地域防災計画で避難所や一時滞在施設に指定されている施設を優先

イ 施設利用対象者
災害弱者（子ども、高齢者、障がい者など）が主な利用対象者である施設を優先

ウ 施設利用人数
１日あたりの利用人数が多い施設を優先

エ 建築物の性能や老朽度
判断基準として、保全システムの部位データを基にＦＣＩ（＝残存不具合額／施設複製価
格、％）を算定します。他に、施設面積、築年数、劣化の進行、耐震性能、バリアフリー対応
等の状況を考慮します。

◆ 周辺施設の更新状況及び周辺地域のまちづくりの進捗状況
➣周辺施設の更新も併せて実施することで効率化を図ることができるか
➣集客力の高い施設の更新を先導して行うことで、まちづくりの起爆剤としての効果を発揮でき

るか
➣施設更新に併せて、駅周辺や商店街等のエリアに集客力の高い施設等を配置し、まちづくり
の拠点整備の効果を高められるか 22

３．区施設の適正な保全に向けた取組



(１)公共施設の総合的かつ計画的な管理
③改築・大規模改修・修繕事業経費の削減に向けて

○改築事業
➣必要な機能及び品質の確保を図りつつ、ＬＣＣの縮減をめざします。
➣集約・複合化を検討します。
➣工期短縮を図ります。
➣従来の構造、工法にとらわれずに計画を検討していきます。

○大規模改修事業
➣改築工事費の60％以下を目標とします。
➣物理的な劣化調査を行い、効率的な工事の実施を検討します。

○修繕（維持改修事業）
➣改築工事費の35％以下を目標とします。
➣外観目視の劣化調査を実施し、不要な工事を見送ります。
➣工事をまとめて実施することで、全体の工事費を縮減できる場合は、工期の調整を行いま
す。
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３．区施設の適正な保全に向けた取組



(１)公共施設の総合的かつ計画的な管理
④公共施設の適正な保全について

○適正な保全への取り組み事項
➣建築物保全規定の策定(平成27年10月施行）
➣保全体制の構築
➣保全計画（予防保全工事）の策定
➣維持保全（点検）の実施
➣効率的・効果的な保全工事の実施

24

・日常点検実施状況入力シート ・定期点検結果
■全庁的に施設状況を見える化

３．区施設の適正な保全に向けた取組



(１)公共施設の総合的かつ計画的な管理
⑤建築物のトリアージ
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老朽化が進行している公共施設を優先して大規模改修・修繕を行うと経費がかさむ。
その間に築年が若い公共施設も老朽化が進行していまい、悪循環に陥る。

↓
築年数、費用対効果など一定の基準を設けて工事の可否を判断することで、長期的

な視点から効果的な工事を優先して実施。

３．区施設の適正な保全に向けた取組

トリアージ

築年数

危険個所の有無

耐震性能

費用対効果 等

工事の可否



〜平成26年度

• 総務部契約管財課
管財係・用地担当係長

• 政策経営部政策企画課
施設整備活用グループ

• 施設管理担当部営繕課
修繕・保全グループ

平成27年度〜 政策経営部に資産活用課を新たに設置(H27.4.1)

課長：技術担当部長兼務（建築技術）
管財係・用地担当係長
【所管事項】公有財産の管理に関する総合調整

土地及び建物の取得及び処分等

【人員構成】係長（事務）１、主査（土木技術）１、係員（事務）７

係長（造園技術）１

施設整備活用係
【所管事項】区施設の総合的整備計画

区施設及び区有地の有効活用に係る調整

【人員構成】係長（建築技術）１、係員（事務）２

保全・点検係
【所管事項】区施設の保全計画及び点検

【人員構成】係長（建築技術）１、主査（建築技術、機械技術）２、

係員（機械技術、建築技術、電気技術、事務）４

◇ファシリティマネジメント
の観点から、廃止施設を含む
資産の有効活用を一元的に取
り扱い、計画的な施設管理・
予防保全による長寿命化に取
り組む組織

◇施設台帳・公有財産台帳・
保全システム等の資産情報の
一元化を図り、公共施設を総
合的かつ計画的に管理してい
くために活用

３．区施設の適正な保全に向けた取組

(１)公共施設の総合的かつ計画的な管理
⑥公共施設マネジメントを推進する体制の構築

政策経営部資産活用課(21名)

政策経営部

政策企画課 財政課

経営改革推進課 営繕課

26



(１)公共施設の総合的かつ計画的な管理
⑦個別整備計画の目標設定

第１期 第２期 第３期 第４期 計

長寿命化による

経費削減効果

0.3％
（16.6億円）

1.0％
（51.5億円）

1.1％
（54.0億円）

0.7％
（32.2億円）

3.1％
（154.3億円）

延床面積削減効果 1.8％
（52.5億円）

5.5％
（163.0億円）

5.7％
（170.6億円）

3.4％
（101.7億円）

16.4％
（487.8億円）

合わせて
約２割削減を目標
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３．区施設の適正な保全に向けた取組
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今回ご紹介した計画の全編は、板橋区のホームページ
で公開しておりますので、是非ご活用ください。

ご清聴ありがとうございました。

板橋区 個別整備計画

≪お問い合わせ≫
板橋区 政策経営部 資産活用課 施設整備活用係

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/070/070634.html
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